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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年９月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１０月２日 ０１時５８分ごろ 

発生場所 福井県越前町越前岬北北西方沖 

越前岬灯台から真方位３３７°２.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３６°００.６′ 東経１３５°５６.６′） 

事故調査の経過  平成２３年１１月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八緑
みどり

丸、１４トン 

ＦＫ２－１７３１（漁船登録番号）、個人所有 

１５.９７ｍ（Lr）×４.２０ｍ×１.９３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２６.５９kＷ、昭和５１年９月２７日 

Ｂ 漁船 希
き

章
しょう

丸、１３トン 

ＦＫ２－１５７３（漁船登録番号）、個人所有 

１５.５３ｍ（Lr）×４.１０ｍ×１.６５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和４８年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 平成１０年９月１７日 

免許証交付日 平成２０年２月５日 

（平成２５年９月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 平成３年８月１９日 

免許証交付日 平成２２年８月１９日 

（平成２８年８月１８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部に破口 

Ｂ 船首部を大破 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯

を表示し、約１０.０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で
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自動操舵により、越前岬の西方沖を通過して北北西進中、単独で船橋

当直中の船長Ａが、Ａ船に予備の漁網を積み込んでいないことを思い

出し、所属する漁業協同組合が定めたいつもの操業開始時刻の０４時

００分までには時間があるので、越前町越前漁港に引き返して予備の

漁網を積み込むことにした。 

 船長Ａは、Ａ船の周辺には僚船約５～６隻が同航していたので、右

舷側を同航中の僚船２隻の位置を確認したのち、平成２３年１０月２

日０１時５３分ごろ、越前岬灯台から３４０°（真方位、以下同

じ。）２.７Ｍ付近において、減速して手動操舵に切り換え、右舵を取

って右回頭を始めた。 

 船長Ａは、ほぼ反転を終えた頃、４Ｍレンジとしたレーダー画面を

一見して越前岬の西方６００ｍ付近に向いていることを確認し、約１

６８°の針路として自動操舵としたのち、約９.０kn に増速したが、

右回頭するに当たり、右舷側を同航中の僚船２隻に注意を向けていた

ので、船首方を見たが、Ｂ船を見なかった。 

 船長Ａは、付近は同航船のみであったので船首方に他船はいないも

のと思い、針路を保持して南南東進中、船首方至近にＢ船のマスト灯

を視認したが、０１時５８分ごろ、越前岬灯台から３３７°２.０Ｍ

付近において、Ａ船の船首部とＢ船の船首部とがほぼ正面から衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯

を表示し、約９.５～１０.０kn の速力で自動操舵により航行中、単

独で船橋当直中の船長Ｂが、操舵室中央部にある台に腰を掛けて操船

に当たり、３Ｍレンジとして１Ｍ後方にオフセンターしたレーダーに

より、Ｂ船の右舷前方に２隻と左舷前方に２隻の船を認め、４隻がい

ずれも漁場に向けて同航している僚船であったので、船尾灯などを目

視で確認しながら北西進した。 

 船長Ｂは、越前岬の西方０.３～０.４Ｍ付近において、約３４８～

３５０°の針路としたのち、腰を掛けていた船長Ｂの左横に設置され

ているＧＰＳプロッターの画面を見ながら操業場所の検討を始め、前

方を同航中の僚船から目を離した。 

 船長Ｂは、しばらくしてレーダーの画面を見たところ、前方に３隻

の映像しかなく、１隻はどうしたのかと思って前方を見たとき、船首

方至近にＡ船のマスト灯及び両舷灯を視認したので、機関を後進とし

たが、０１時５８分ごろ、越前岬灯台から３３７°２.０Ｍ付近にお

いて、Ａ船の船首部とＢ船の船首部とがほぼ正面から衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、僚船の伴走のもと、自力航行して越前漁港に帰港

した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 北流約１kn 
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 その他の事項  船長Ａは、約１６年前から底びき網漁船に乗船し、２年前にＡ船の

船長となった。 

 船長Ｂは、約２４年前からＢ船に乗船していた。 

 Ａ船は、‘船首部が浮上して船首方を見通すことができない死角’

（以下「船首死角」という。）が生じていた。 

 Ｂ船は、船首甲板下の魚倉に氷を約１ｔ積んでおり、船首死角を生

じていなかった。 

 Ａ船が所属する漁業協同組合では、底びき網漁の開始時刻を０４時

００分と定めており、Ａ船及びＢ船の付近を同航していた僚船は、い

ずれも同じ漁業協同組合に所属する底びき網漁船であり、同じ漁場に

向けて航行していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、越前岬北北西方沖において、定係地に引き返すために反転

して南南東進中、船長Ａが、船首方に他船はいないものと思い込み、

船首死角を補う見張りを行っていなかったことから、Ｂ船が船首方至

近に接近するまで気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、越前岬北北西方沖において、Ａ船を含む４隻の後方を北北

西進中、船長Ｂが、ＧＰＳプロッターで操業場所を検討することに注

意を向け、見張りを行っていなかったことから、Ａ船が反転して接近

する状態となったことに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、越前岬北北西方沖において、Ａ船が南南東進中、

Ｂ船が北北西進中、船長Ａが船首死角を補う見張りを行わず、また、

船長Ｂが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首死角のある船舶は、レーダーを活用したり、針路を変えるな

どしたりして船首死角を補う見張りを行うこと。 

・ＧＰＳプロッターの画面を見るときは、見張りに支障が生じない

ように留意し、接近する他船を見落とさないようにすること。 

 

 




